
オンライン資格確認の次は電子処方箋！

令和６年３月22日

厚生労働省 医薬局

【医療機関・薬局の皆さまへ】
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皆さまに導入いただいたオンライン資格確認の仕組みを活用し、医療DXが進んでいきます

0.はじめに

○ オンライン資格確認の導入にご協力いただき、ありがとうございました。

○ オンライン資格確認の導入は医療DXの第一歩であり、今後、対象患者・医療業態の拡大や、処方箋
等の医療情報の共有などに活用されていきます。

患者の資格確認をリアルタイムで実施できるだけでなく、
薬剤情報等の医療情報を共有できる基盤の整備

オンライン資格確認を使える業務・患者を拡大
そして、処方箋の情報等の医療情報も共有・閲覧できる

電子カルテ情報の共有・閲覧や、診療報酬改定対
応の効率化に向けた全国共通的な仕組みの提供等
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（参考）電子処方箋とは、「電子処方箋管理サービス」を通して処方箋をやり取りする仕組みです

○ 電子処方箋とは、オンライン資格確認の仕組みを基盤とした「電子処方箋管理サービス」を通して、
医師・歯科医師、薬剤師間で処方箋をやり取りする仕組みです。

○ なお、電子処方箋管理サービスに登録される処方箋の情報は、リアルタイムで他の医療機関・薬局が
閲覧でき、また、重複投薬や併用禁忌がないかのチェックなどに活用されます。
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電子処方箋の導入が進む地域では、患者の処方・調剤情報が日々の業務で活用されています

○ 電子処方箋の導入が進む地域では、電子処方箋管理サービスに蓄積された患者の処方・調剤情報を
閲覧できたり、重複投薬や併用禁忌の確認に活用できており、8割以上の医療機関・薬局の皆さまが
”医療の質向上につながった”と回答しています。

電子処方箋の導入が進む地域でのアンケートにおいて、

約84%の医療機関・薬局の皆さまが

“医療の質が向上した”と回答しています※

※モデル事業地域を対象としたアンケート（n=64施設）

重複投薬や併用禁忌にあたる薬剤を

電子処方箋管理サービス上で自動でチェックできる

薬局で紙の処方箋を物理的に保管する必要がなくなり、

保管スペースの確保やファイリング作業が不要となるため、

紙の削減が期待できる

薬局では電子処方箋管理サービスから処方箋のデータを

取り込めるため、処方内容を手入力する

作業負荷や入力ミスの軽減が期待できる

患者が処方・調剤された薬について、

複数の医療機関・薬局をまたいで、

直近～過去5年分の薬のデータが参照できる

電子処方箋のメリット

重複や併用禁忌がある場合であっても、

医師が問題ないことを確認済みである旨を

薬剤師が確認できることで、薬局からの問合せ等の

事務的コスト削減が期待できる
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大規模災害時等において、患者の直近の処方・調剤情報を活用できます 1/2
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今後、電子処方箋を導入いただくことで、

オン資災害モードの活用例を活かしつつ、直近の薬剤情報の共有を実現していきます。

大規模災害時等において、患者の直近の処方・調剤情報を活用できます 2/2
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○ 電子処方箋導入後の業務フローにおいて、主な変更点は以下のとおりです。
 ① 患者が、顔認証付きカードリーダーでマイナ保険証による受付をする際に、

  「電子処方箋」または「紙の処方箋」を自分で選択します。
（※）受付職員または医師が、電子処方箋の発行を希望するかを患者に確認し、
      医師が電子カルテ等の処方箋発行画面で電子処方箋を選択することも可能です。

② 直近の情報閲覧・調剤情報が閲覧可能。電子方箋発行時には、電子署名を付します。
③ 「電子処方箋」を発行した場合、会計時に従来の「紙の処方箋」を渡す代わりに、

処方内容の概要を記載した「処方内容（控え）」を渡します。
（※）マイナポータル等で処方内容を閲覧することができる等の理由により、患者が

「処方内容（控え）」を不要とする場合は、当該（控え）を渡す必要はありません。

1 受付

• 顔認証付きカードリーダー、再来受付機（再診の場
合）で受付

• 薬剤情報閲覧の同意
• （処方箋発行形態の選択）

２ 診察・処方箋発行

• 顔認証付きカードリーダーでの患者同意がある場合
に限り、過去の薬剤情報と直近の処方・調剤情報
が閲覧可能

• 電子処方箋を発行する際には電子署名を付す

３ 会計・処方内容（控え）を渡す

受付・会計
入口

顔認証付き
カードリーダー

再来
受付 カウンター

待合スペース

診察室① 診察室② 診察室③FAXコーナー

1

3

病院での業務内容（イメージ）

2

赤字：主な業務変更点

医療機関における業務フ ロー



○○○○○○○病院

マイナンバーカードを
置いてください。

顔を枠内に入れてください。 過去の診療・お薬情報の
提供に同意しますか。

この情報はあなたの診察
や健康管理のために使用

します。

同意しない

同意する

処方箋の発行方法を選択
してください。

紙の処方箋を希望

電子処方箋を希望

顔認証付きカードリーダーの画面遷移イメージ

本人確認の方法を
選んでください。

暗証番号を入力

顔認証を行う

終了する

本人確認の情報は、他の
目的には使用しません。

※受付窓口などで、
口頭で患者に処方箋の
発行形態（電子／紙）
を確認して対応することも可能
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○ マイナンバーカードを用いた場合は以下イメージのとおり。

○ 電子処方箋／紙の処方箋の希望は、顔認証カードリーダで選択できます。

○ 受付窓口などで、口頭で患者に処方箋の発行形態（電子処方箋／紙の処方箋）を確認して対応することも、

可能です。

○ このため、現行の健康保険証をお持ちの方も、電子処方箋／紙の処方箋のいずれも、選択可能です。

（参考①）医療機関における受付のイメージ
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（参考②）電子カルテシステム等の画面イメージ

重複投薬等チェックの結果確認画面 電子処方箋の発行画面

既存の薬剤に関するチェックを行う画面上に、
電子処方箋管理サービスで行う

重複投薬等チェックの結果も追加されます

患者が電子処方箋を希望する場合、
発行形態として「電子処方箋」を選択し、

処方箋を発行するだけです。

※お使いの電子カルテシステム等により異なる場合があります



（参考）処方箋発行時の対応について
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１．（患者が）電子処方箋を選択した場合 ２．（患者が）紙の処方箋を選択した場合

電子処方箋 処方情報 原本

原本

患者 患者

「電子処方箋管理
サービス」に登録

「電子処方箋管理
サービス」に登録

●引換番号をもとに薬局が
電子処方箋(原本)を入手(調剤に活用)

●患者がマイナポータルで閲覧
●原則100日間保存し、
次回以降の重複投薬等チェックに活用

●引換番号をもとに薬局が
処方情報を入手(薬局の情報登録に活用)

●患者がマイナポータルで閲覧
●原則100日間保存し、
次回以降の重複投薬等チェックに活用

交
付

交
付

○ 電子処方箋管理サービスへのデータ登録後は、

１．電子処方箋の場合は、「処方内容（控え）」（処方内容を印字した紙）

２．紙の処方箋の場合は、従来どおり、「紙の処方箋」（引換番号が追加で印字） をそれぞれ患者に渡します。

（参考③）処方箋発行時の対応について



薬局における業務フロー
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電子処方箋 処方情報 原本

原本

取
込

（患者が）電子処方箋を選択した場合 （患者が）紙の処方箋を選択した場合

※電子処方箋の場合のみ

※電子処方箋対応の医療機関ではない医療機関からきた「紙の処方箋」であっても、重複投薬等チェックや調剤結果の登録が可能です。

患者 患者

薬局における業務フロー



①薬局の受付イメージ
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○○○○○○○薬局

マイナンバーカードを
置いてください。

顔を枠内に
入れてください。

過去の診療・お薬情報の
提供に同意しますか。

この情報はあなたの診察
や健康管理のために使用

します。

同意しない

同意する

薬局に提出する処方箋の
種類はどちらですか。

紙の処方箋

電子処方箋

顔認証付きカードリーダーの画面遷移イメージ

本人確認の方法を
選んでください。

暗証番号を入力

顔認証を行う

終了する

本人確認の情報は、他の
目的には使用しません。

（参考①）薬局における受付のイメージ

○ マイナンバーカードを用いた場合は以下イメージのとおり。

○ 電子処方箋の場合は、調剤対象となる電子処方箋を選択することで、電子処方箋（原本）が薬局システムに取り込まれる。

○ 紙の処方箋の場合でも、紙の処方箋に引換番号がある場合は、処方情報（原本ではない）を薬局システムに取り込むことが可能

です。※原本は紙の処方箋自体です。

○ なお、電子処方箋対応施設であれば、健康保険証での受付でも、電子処方箋／紙の処方箋の受付に対応できます。
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（参考②）電子処方箋導入後の受付からデータ登録までの流れを説明します

○ 処方箋の種類ごとに受付方法や署名方法は異なりますが、電子処方箋の場合は簡単にデータを取得
し、取り込んで受付することができます。

○ いずれのパターンであっても、重複投薬等チェックや処方・調剤情報閲覧の機能が利用でき、さらに、調
剤結果を電子処方箋管理サービスに登録できる仕組みとなっています。

①
電子
処方箋

②
引換番号
付き

紙処方箋

③
紙処方箋

処方箋の受付 疑義照会・服薬指導等 データ登録

電子処方箋の原本データを
取得・取込し、受付

患者がマイナ受付を行った場
合はデータを自動取得
それ以外は、QRコードの読
み込みや引換番号と被保険
者番号等によりデータを取得

紙の処方箋を元に入力し、
受付

紙の処方箋に記載された引
換番号と被保険者番号等
により当該処方箋の参考
データを取得・取込可能

紙の処方箋を元に入力し、
受付

患者へのヒアリングやお薬
手帳に加え、
患者がマイナ受付を行い、
過去情報の提供に同意し
た場合には、
過去の薬剤情報及び
電子処方箋由来の直近
の処方・調剤情報や重複
投薬等チェック結果を参
考に実施

原本が紙・電子に関わら
ず、調剤結果を登録
（導入されているシステム
によっては、従来どおり調
剤情報の登録をする一連
の流れの中で電子処方箋
管理サービスにデータを登
録可能）

署名等

調剤結果のデータに
電子署名を行う

処方箋の紙に記名押印
または署名を行う

調剤結果のデータへの電
子署名は不要
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電子処方箋の仕組みにおいては、大きく２つの電子署名の方法を用意しています

○ 電子処方箋の仕組みにおいては、大きく分けて以下の２種類の電子署名の方法を用意しています。

①ローカル署名：HPKIカードに格納される電子証明書を用いて署名する方法

②リモート署名：クラウドのシステム上で管理されている電子証明書を用いて署名する方法

○ ローカル署名では、常にHPKIカードが手元にあることが必要となる一方、リモート署名では、
  原則として１日１回、（ⅰ）HPKIカード、（ⅱ）マイナンバーカード、（ⅲ）スマートフォンのいずれか
で本人認証を行えば足りるため、それぞれの施設にあった方式を選択してください。

①ローカル署名 ②リモート署名

[医療機関・
薬局システム端末]

医師

歯科医師

薬剤師
認証局のクラウド

電子証明書

医師・歯科医師・薬剤師は、HPKIカードをICカードリーダに
かざして署名を行う

医師・歯科医師・薬剤師は、HPKIカード・マイナンバーカードを
ICカードリーダにかざすか、スマートフォンアプリを活用して本人認証して、

クラウドで管理された証明書を呼び出して署名を行う

（メリット）
✓小規模な施設である場合、導入が比較的簡単

（デメリット）
✓HPKIカードが手元にあることが必要

医師
歯科医師
薬剤師

[医療機関・
薬局システム端末]

ICカードリーダ

HPKIカード

マイナンバーカード
HPKIカード

電子証明書

or

or

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

スマートフォン
（メリット）
✓原則1日1回(ⅰ) (ⅱ) (ⅲ)のいずれかを行えば済む
✓ (ⅰ) (ⅱ) (ⅲ)どれかを忘れても、他の手段で対応できる

（デメリット）
✓ネットワーク設定が必要な場合あり(システム構成による)
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電子処方箋をいま始めるべき理由や導入するためのポイント等について

○ 電子処方箋は、令和6年度にかけて公的病院でも導入が本格化し、拡大していく予定です。

○ また、皆さまの導入を支援させていただくため、導入費用についての補助を拡充するだけでなく、令和６
年度診療報酬改定において、電子処方箋を発行・調剤できる体制を有している施設へ加算も新設さ
れる予定です。

○ 上記や導入利点を説明するとともに、準備作業の進め方等についてご案内します。

令和6年度にかけて

公的病院等の導入が本格的に開始

国民向け周知を実施、

国民の電子処方箋の認知度が向上

電子処方箋の

導入費用についての補助を拡充

診療報酬改定において電子処方箋

導入施設を評価する加算が新設予定

令和6年度は

電子処方箋が

進みます！
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厚生労働大臣から各公的病院団体に対し、マイナ保険証利用率向上等について要請がありました

○ 令和5年11月に開催された『第5回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム』において、
武見厚生労働大臣から各公的病院団体に対し、マイナ保険証利用率向上・電子処方箋導入を要請
しています。

○ また、国立大学病院、自治体病院、警察病院などについても、併せて各省庁から導入要請を行いまし
た。

※令和5年11月17日（金）「第5回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム」

当日参加した公的病院団体

• 独立行政法人国立病院機構（NHO）

• 独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）

• 高度専門医療研究センター各病院（NC）

• 独立行政法人労働者健康安全機構（JOHAS）

• 日本赤十字社

• 社会福祉法人恩賜財団済生会

要請内容

✓ マイナ保険証を新しい医療のデジタル世界に入っていた
だくためのパスポートとしてご理解いただき、普及すること
にぜひご協力いただきたい

✓ マイナ保険証をまずは使っていただくということ、公的病
院から電子処方箋を普及させていくことにご協力をお
願いしたい。デジタル化を進めるうえで、公的病院とし
ての使命を果たしていただきたい
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厚生労働省管轄の公的病院を中心に、全国的に導入を開始する予定です

○ 厚生労働大臣からの要請等が追い風になり、全国的に、公的病院への導入が拡大する予定です。

公的病院をはじめ、運用開始施設が全国的に導入拡大していきます

左記を含む

約100病院が

来年度初頭に

かけて運用開始に

向けて準備中です。

運用を開始している施

設は、厚労省のホーム

ページで順次公開して

います。

https://www.mhl

w.go.jp/stf/seisak

unitsuite/bunya/d

enshishohousen_t

aioushisetsu.html

導入予定を含む病院一覧

モデル地域
運用開始済病院等
運用開始予定病院等
（２月以降予定）
※ 2024年２月25日時点
（最終更新２月25日）

鹿児島市立病院（鹿児島市）

長崎みなとメディカルセンター（長崎市）

だいかく病院（大分市）
宇佐高田医師会病院（宇佐市）

原三信病院（福岡市）
福岡新水巻病院（遠賀郡水巻町）
新田原聖母病院（行橋市）
高良台リハビリテーション病院（久留米市）

安佐市民病院（広島市）
長久堂 野村病院（広島市）
広島共立病院（広島市）
吉島病院（広島市）

松江市民病院（松江市）

HITO病院（四国中央市）

田中病院（尼崎市）
芦屋病院（芦屋市）
加古川中央市民病院（加古川市）

貝塚病院（貝塚市）
八尾市立病院（八尾市）
思温病院（大阪市）
西下胃腸病院（大阪市）
馬場記念病院（堺市）

徳島市民病院（徳島市）

なぎ辻病院（京都市）

松任石川中央病院（白山市）

富山大学付属病院（富山市）

木曽病院（木曽郡木曽町）
上田地域（上田市）

鹿児島県

長崎県

大分県

福岡県

広島県
島根県

長野県

富山県

石川県

京都府

兵庫県

大阪府

愛媛県 徳島県

三重大学医学部付属病院（津市）
桑名市総合医療センター（桑名市）

三重県

甲州リハビリテーション病院（笛吹市）

山梨県

日本海総合病院（酒田市）
本間病院（酒田市）

山形県

青森市民病院（青森市）

青森県

西知多総合病院（東海市）
半田病院（半田市）

愛知県

市立静岡病院（静岡市）
静岡県立病院機構
 県立総合病院（静岡市）
 こころの医療センター（静岡市）
 こども病院（静岡市）

静岡県

多治見病院（多治見市）

岐阜県

大湯リハビリ温泉病院（鹿角市）

秋田県

本吉病院（気仙沼市）
気仙沼市立病院（気仙沼市）

宮城県

岩瀬病院（須賀川市）

福島県

広瀬病院（相模原市）

神奈川県

佼成病院（杉並区）
東京逓信病院（千代田区）

東京都

国保旭中央病院（旭市）
南ヶ丘病院（佐倉市）

千葉県

籠原病院（熊谷市）

埼玉県

岩手県立病院（盛岡市等）
 中央病院、大船渡病院、釜石病院、宮古病院
 胆沢病院、磐井病院、遠野病院、高田病院
 久慈病院、江刺病院、千厩病院、中部病院
 二戸病院、一戸病院、大槌病院、山田病院
 軽米病院、大東病院、南光病院、東和病院
 中央病院附属沼宮内地域診療センター
 磐井病院附属花泉地域診療センター
 中央病院附属大迫地域診療センター
 大船渡病院附属住田地域診療センター
 二戸病院附属九戸地域診療センター
 中央病院附属紫波地域診療センター

岩手県

岡山市立市民病院（岡山市）
岡山県精神科医療センター（岡山市）

岡山県

ハートライフ病院（中頭郡中城村）

沖縄県

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
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200.7万円を上限に補助

※事業額の602.2万円を

上限に、その1/3を補助

135.3万円を上限に補助

※事業額の405.9万円を

上限に、その1/3を補助

27.1万円を上限に補助

※事業額の54.2万円を

上限に、その1/2を補助

13.8万円を上限に補助

※事業額の55.3万円を

上限に、その1/4を補助

27.7万円を上限に補助

※事業額の55.3万円を

上限に、その1/2を補助

国からの補助金とは別に、都道府県から補助金が交付される場合があります

○ 令和6年度は、電子処方箋の導入費用についての補助を拡充し、国から補助するだけでなく、都道府
県が第四期医療費適正化計画等を踏まえ導入費用に対して助成を行う場合もありますので、医療機
関・薬局の所在地の都道府県の検討状況や交付条件をご確認ください。

○ 既に導入している施設が、追加機能を導入した場合も併せて補助が受けられます。システム事業者に
よっては追加機能に未対応の場合もありますが、その場合、基本機能部分の導入も併せてご検討をお
願いします。

助成金と他の補助金を合わせて受け取ることが可能なため、導入費用に対する財政支援全体の割合は最大で

病院:1/2、診療所・薬局（大手除く）:3/4、大手チェーン薬局:1/2 となります！

大規模病院 病院 診療所 大型チェーン薬局 薬局

基本機能部分
（従前補助）

追加機能部分
※既に基本機能を

導入している施設

都道府県補助
(医療提供体制推進事業費補助金)

162.2万円を上限に補助

※事業額の486.6万円を

上限に、その1/3を補助

108.6万円を上限に補助

※事業額の325.9万円を

上限に、その1/3を補助

19.4万円を上限に補助

※事業額の38.7万円を

上限に、その1/2を補助

9.7万円を上限に補助

※事業額の38.7万円を

上限に、その1/4を補助

19.4万円を上限に補助

※事業額の38.7万円を

上限に、その1/2を補助

45.2万円を上限に補助

※事業額の135.6万円を

上限に、その1/3を補助

33.3万円を上限に補助

※事業額の100万円を

上限に、その1/3を補助

12.3万円を上限に補助

※事業額の24.5万円を

上限に、その1/2を補助

6.4万円を上限に補助

※事業額の25.6万円を

上限に、その1/4を補助

12.8万円を上限に補助

※事業額の25.6万円を

上限に、その1/2を補助

都道府県が環境整備として医療機関等への導入費用の助成を補助
※都道府県によって補助金の交付を行わない場合がありますので、医療機関・薬局の皆さまの所在地の都道府県の検討状況や交付条件をご確認ください。

基本機能＋

追加機能部分

予算案審議中

（令和６年３月５日現在）
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電子処方箋等を導入し、質の高い医療を提供する施設に診療報酬点数の加算を行う予定です

○ 中医協での議論を経て、電子処方箋等を導入し、質の高い医療を提供するための医療DXに対応する
体制を確保している場合を評価する「医療DX推進体制整備加算」等を令和６年度診療報酬改定で
新設することが予定されています。

医療 DX 推進体制整備加算の新設

オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の

取得・活用の推進に加え、「医療 DX の推進に関する

工程表」に基づき、利用実績に応じた評価、電子処

方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービス

の整備を進めることとされていることを踏まえ、医療 DX を

推進する体制について、新たな評価を行う。

在宅医療における医療 DX の推進

居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、

電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスにより、

在宅医療における診療計画の作成に おいて取得された

患者の診療情報や薬剤情報を活用することで質の高い

医療を提供した場合について、新たな評価を行う。

令和6年度診療報酬改定の個別改定項目案（短冊） 周囲の医療機関等の導入を待つのではなく、

積極的に導入をお願いします。

✓ 早期の導入により、システム事業者との調整

がスムーズに進みます。

✓ （薬局の場合）早期に導入することで、周

囲の医療機関が発行する電子処方箋の受

付に対応でき、処方箋受付枚数の増加につ

ながる可能性があります

※電子処方箋を発行・受付できる体制構築は令和7年3月31日

 までの間に限り、経過措置の対象となります。
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多くの方が「電子処方箋」について知り、利用するきっかけとなるような周知広報を行っています

○ 電子処方箋の周知を図るため、TVアニメ『薬屋のひとりごと』とタイアップし、普及啓発ポスターの作成や
特設サイトの開設、公共交通機関を活用した広告掲出を行いました。

○ 今回の取り組みを通して、多くの方が「電子処方箋」について知り、利用するきっかけとなることを期待し
ています。

©日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

普及啓発ポスター 特設サイト 広報誌※

電子処方箋の仕組み、使

い方、Q&Aを４ページに

渡って掲載

Yahoo!ニュースのトピックス掲載

※出典：広報誌『厚生労働』2024年２月号（発行：日本医療企画）
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